
労使関係セミナー（オープンプラザミーティング） 
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杉本  宗之  氏 愛媛県労働委員会労働者委員・日本労働組合総連合会愛媛県連合会会長 

柴田 眞由美 氏 高知県労働委員会公益委員・元東京労働局雇用均等室長 

 

【コーディネーター】 

鹿子嶋  仁  氏 中央労働委員会四国区域地方調整委員長 

香川大学・愛媛大学連合法務研究科准教授 

 

＜労働紛争事例①：「有期契約労働者の雇止め」＞ 

労働者は、１年間の雇用契約を４回更新し、現場で働いていたが、頸肩腕症候群で労災

認定を受け、通院治療を続けながら働いていた。会社から雇用期間満了に当たり、次回は

更新しない（雇止め）とした通告を受け、その後、合同労組に加入した。合同労組は、雇

止めの撤回と期間の定めのない雇用契約の締結を求め、会社と団体交渉を行ったが、解決

に至らず、あっせんを申請した。 

 

＜労働紛争事例②：「パワー・ハラスメントと使用者責任」＞ 

労働者は、病院に医療事務職として採用された。採用当初から医師に度々激しい叱責を

受け、心身に異常を来すようになり、病院を退職し、その後、合同労組に加入した。合同

労組は、病院に団体交渉申入書と要求書（謝罪と慰謝料）を提出し、病院の代理人弁護士

と団体交渉を行ったが、解決に至らず、あっせんを申請した。 

主 催 ： 中央労働委員会事務局四国地方事務所 

協 賛 ： 徳島県労働委員会・香川県労働委員会 

          愛媛県労働委員会・高知県労働委員会 

後 援 ： 香川労働局 
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５ 依頼 

  配布資料に添付させていただきました「アンケートのお願い」については、

今後の労使関係セミナーの開催に役立てて参りたいと考えていますので、お

それ入りますが、所要事項にご記入の上、研究会終了後に受付（備え付けの
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６ 留意事項 

（1）携帯電話については、労使紛争事例研究の際は、マナーモードにしてい

ただくようよろしくお願いします。 

（2）喫煙は、廊下の突き当たり喫煙室での喫煙にご協力ください。 
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労 働 紛 争 事 例 ① 

 

 

有 期 契 約 労 働 者 の 雇 止 め 

 

 

 

事件の概要 

 

１ 当事者 ① 労働組合：１企業別 ２合同労組 ３その他 組合員数（ 31 人 ） 

② 使 用 者：業種（ 電機製品製造業 ） 従業員数（ 15,312 人 ） 

③ 申 請 者：１ 労 ２ 使 ３ 双方 ４ その他 

 

２ 調整申請に至るまでの経過 

労働者Ａは、平成 20 年から、１年間の雇用契約を４回更新し、Ｙ会社の現

場で働いていたが、平成 24 年 11 月、頸肩腕症候群（けいけんわんしょうこ

うぐん）で労災認定を受け、通院治療を続けていた。平成 25 年 10 月、Ａは、

Ｙ会社から、雇用期間満了に当たり、次回は更新しない(雇止め)の通告を受

けた。 

Ａは、雇止めの通告を受けたため、労働局に相談に行った。労働局を通じて、

Ｙ会社が主張する雇止めの理由が成績不良のためであることを聞いたが、納

得できず、個人加盟が可能な合同労組Ｘ組合に加盟した。 

Ｘ組合は、Ｙ会社に対し、Ａの雇止めの撤回及び期間の定めのない雇用契

約の締結（正社員化）を求めて団体交渉を申し入れた。Ｘ組合とＹ会社は、

４回団体交渉を開催したものの、主張が平行線であったため、Ｘ組合は、あ

っせんを申請した。 
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３ 主な争点と労使の主張 

争点 有期契約労働者の雇止め 

労働側主張 使用者側主張 

① 前回更新時から特段の事情の変

化もない状況での雇止めは不当で

ある。 

② 計６年間勤務しているので、既

に正社員相当となっている。期間

の定めのない雇用契約の締結(正

社員への登用)を主張する。 

③ 雇止めの理由である成績不良に

ついては、納得できず、もし、成

績不良であるなら、会社はＡを教

育・指導すべきであり、いきなり

の雇止めは不当である。 

① Ａは、突発欠勤が多いなど成績

不良のため、今回契約更新をしな

いこととした。 

② 復職や正社員への登用は考え

られない。 

 

 

③ Ａは、当日になって突如休んだ

り、出勤しても帰ったりして、業

務に支障を生じさせた。注意して

も、直らなかった。１年毎に個人

面談をして評価しているが、評価

が今回低かった。 

 

４ 調整開始より終結に至るまでの経過（用いた調整手法） 

第１回あっせんにおいて、労使双方からの事情聴取を実施したところ、Ｙ

会社側は、Ａに対する労務管理上の指導が十分でなく、雇止めにかかる手続

に不足があったことを認めた。あっせん員は、労災認定を受けたＡの症状等

を勘案し、勤務場所や労働条件を検討し直した上での復職ができないか提案

し、Ｙ会社は持ち帰り検討することとなった。 

第２回あっせんにおいて、Ｙ会社からＡの復職にあたっての条件を聞き取

り、Ｘ組合の主張と調整したところ、①Ａの症状を勘案した上で、より軽い

作業である検査課にＡを配置転換し、時給を○円とすること（時給は、Ａの

勤務経験を考慮し、検査課の上限金額を設定）、②Ａは、Ｙ会社の規律、社内

規則等を遵守すること、③Ａの労災治療のための通院について、会社は有給

取得の特別の措置をとることで、双方が合意した。これにより、あっせん案

が受諾され、解決した。 
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５ あっせん案の要旨及び案の内容を決めた背景・理由 

（あっせん案の要旨） 

① Ｘ組合、Ａ及びＹ会社は、ＡはＹ会社との間で、労働契約上の地位にあ

ることを確認する。 

② Ｙ会社は、平成○○年○月○日から、平成○○年○月○日までの賃金相

当額及び賞与相当額をＡに支払う。 

③ Ｙ会社とＡは、Ａに係る賃金その他労働条件について、別途締結する雇

用契約でこれを定める。 

 

解 説 

 

(1) 本事件は、有期労働契約の更新拒絶（雇止め）の法的効力をめぐる事案

である。 

現行民法は、契約期間を定める労働契約の適法性を原則として承認する

ものであり（民法 626 条、628 条）、実務上は日雇い、臨時工、季節労働者、

期間社員、アルバイト(学生アルバイト、フリーター)、嘱託、パート社員、

契約社員など様々な名称を与えられている。そして、期間の定めのある契

約は、契約締結時に定められた期間の満了によって自動的に終了すること

になる。 

しかし、実際には、同一使用者の下で有期契約が何度も反復更新される

ことによって労働関係が継続している場合があり、この場合にもその実態

を反映した雇用の保障を労働者が主張できないとされると、有期労働契約

という契約形態の社会的不当性が顕在化することになる。そこで、有期契

約の更新に対する一定の規制の必要が裁判例及び学説ともに認識されるよ

うになる。したがって、本事件は、判例にそって検討されることになる。 

 

(2) 現在の判例は、有期労働契約が更新されたという事実のみをもって期間

の定めの無い労働契約に転化するものではないとの前提に立って、事案類

型ごとの法理を媒介に、判例上確立した解雇権濫用法理を類推適用する傾

向にある。裁判例は、主として当事者意思の評価を軸に分類ができ、その

当事者意思の評価要素としては、業務内容の恒常性・臨時性などの「業務

の内容」、「契約上の地位」、継続雇用を期待させる使用者側の言動などの「当

事者の主観的態様」、「更新手続と実態」、「他の労働者の更新状況」などが

挙げられる。 

裁判例には、業務の恒常性や更新手続が形骸化している実態に着目して
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「反復更新によって期間の定めのない契約と実質的に異ならない場合」と

認定し、この場合には期間満了による更新拒否も実質的には解雇にあたる

とし、解雇権濫用法理を類推適用して雇止めにも合理的理由が必要である

という考え方をとるものもある（東芝柳町工場事件―最一小判昭 49・7・22 

労判 206 号 28 頁）。さらに、更新手続が実施されていて期間の定めのない

契約と実質的に異ならない状態といえない場合であっても、業務の恒常性

や労働者の長期雇用の期待を重視して、労働関係継続の期待が認められる

場合には、当事者間の信義則を根拠に、解雇権濫用法理が類推されるべき

であるとするものもある（日立メディコ事件―最一小判昭 61・12・4 労判

486 号 6 頁）。「継続雇用の期待が認められる」と評価できるかについては、

①契約更新の態様（その都度更新の手続きをとっているかなど）、②更新の

回数、③雇用継続に対する使用者の言動などを総合的にみて判断している。

また、当該労働者については更新がいまだなされていない場合であっても、

他の労働者の契約更新の実態に着目して、合理的期待を認めた例もある（龍

神タクシー事件―大阪高判平 3・1・16 労判 581 号 36 頁）。そして、以上の

判例では、解雇権濫用法理の類推適用の法的効果として、当該有期労働契

約の更新があったと同様の権利義務関係の存在を承認するという点に特徴

がある。 

さらに、平成 15 年の労基法改正で、有期労働契約の期間満了をめぐる紛

争を未然に防止するという目的から、厚生労働大臣は期間満了について使

用者が講じるべき事項についての基準を定めることができるという規定が

設けられた（労基法 14 条２項）。そして、「有期労働契約の締結、更新、雇

止めに関する基準」(平 15・10・22 厚労告 357 号)が策定された。この告示

においては、使用者は有期労働契約の締結に際し、更新の有無、および、

更新ありの場合は、更新する場合としない場合の判断基準を明示しなけれ

ばならないこととされている（１条１項、２項）。また、更新する旨又は更

新する場合がある旨明示した有期労働契約について、１年を超えて継続雇

用している場合、あるいは３回以上更新されていた場合には、契約期間満

了日の少なくとも 30 日前までに予告をすべきこと(２条)、労働者からの求

めがあった場合、更新しない理由について証明書を交付しなければならな

いこと(３条)、雇入れの日から１年を超えて継続勤務している有期労働者

について更新する場合には契約期間をできるだけ長くするように努めるべ

きこと(４条)が定められている。 

また、平成 24 年の労契法の改正において、有期労働契約の反復更新の下

で生じる雇止めに対する不安を解消し、労働者が安心して働き続けること

ができるようにするため、有期労働契約の適正な利用のためのルールの整
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備が行われた。その改正のポイントは以下のとおりである。 

 

【改正のポイント】 

 

１ 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(18 条) 

有期労働契約が５年を超えて反復更新された場合（※１）は、労働者

の申込みにより、無期労働契約（※２）に転換させる仕組みを導入する。 

（※１）原則として、６か月以上の空白期間(クーリング期間)があると

きは、前の契約期間を通算しない。 

（※２）別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。 

 

２ 「雇止め法理」の法定化(19 条) 

雇止め法理(判例法理)（※３）を制定法化する。 

（※３）有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異なら

ない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後

の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ

ないときは、有期労働契約が更新（締結）されたとみなす。 

 

３ 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(20 条) 

有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約

労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変

更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないも

のとする。 

 

施行期日：２については公布日（平成 24 年８月 10 日） 

１、３については平成 25 年４月１日 

 

(3) 有期労働契約の雇止めをめぐる事案である本事件において、あっせんで

は、Ｙ会社が、労働者Ａに対する労務管理上の指導が十分でなく、雇止め

にかかる手続に不足があったことを認め、労災認定を受けた労働者の症状

等を勘案し、勤務場所や労働条件を検討し直した上で復職させることで、

労使双方が納得し、解決した事例である。 
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（参照すべき法令） 

 

民法 

（期間の定めのある雇用の解除） 

第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終

身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除を

することができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、

十年とする。 

２ 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなけれ

ばならない。 

（やむを得ない事由による雇用の解除） 

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由がある

ときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その

事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償

の責任を負う。 

 

労働基準法 

（契約期間等） 

第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を

定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)

を超える期間について締結してはならない。 

一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつ

て高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働

者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労

働契約 

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) 

２ 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了

時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講

ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準

を定めることができる。 

３ 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、

必要な助言及び指導を行うことができる。 

（作成及び届出の義務） 

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規

則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合におい

ても、同様とする。 
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（略） 

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 

（略） 

 

労働契約法 

第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合

でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができな

い。 

２ 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用す

る目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更

新することのないよう配慮しなければならない。 

（有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換） 

第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約（契約期間の始期の到

来前のものを除く。以下この条において同じ。）の契約期間を通算した期間（次項におい

て「通算契約期間」という。）が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結し

ている有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務

が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込

みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働

契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件（契

約期間を除く。）と同一の労働条件（当該労働条件（契約期間を除く。）について別段の定

めがある部分を除く。）とする。 

２ 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用

者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期

間のいずれにも含まれない期間（これらの契約期間が連続すると認められるものとして

厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以

下この項において「空白期間」という。）があり、当該空白期間が六月（当該空白期間の

直前に満了した一の有期労働契約の契約期間（当該一の有期労働契約を含む二以上の有

期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約

期間を通算した期間。以下この項において同じ。）が一年に満たない場合にあっては、当

該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令

で定める期間）以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間

は、通算契約期間に算入しない。 

（有期労働契約の更新等） 

第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了す

る日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間

の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込み
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を拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない

ときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申

込みを承諾したものとみなす。 

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約

期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了さ

せることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をす

ることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視でき

ると認められること。 

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更

新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められるこ

と。 

（期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止） 

第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間

の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働

者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、

労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下この条において「職務の内容」

という。）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認

められるものであってはならない。 

 

○ 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項の規定に基づき、有期労働契

約の締結、更新及び雇止めに関する基準を次のように定め、平成十六年一月一日から適

用する。 

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 

（契約締結時の明示事項等） 

第一条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に

際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を

明示しなければならない。 

２ 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使

用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示し

なければならない。 

３ 使用者は、有期労働契約の締結後に前二項に規定する事項に関して変更する場合には、

当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。 

（雇止めの予告） 

第二条 使用者は、有期労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算

して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新し
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ない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。) を更新しないこととし

ようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その

予告をしなければならない。 

（雇止めの理由の明示） 

第三条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証

明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。 

２ 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった

理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。 

（契約期間についての配慮） 

第四条 使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起

算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。) を更新しようとする場合

においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長

くするよう努めなければならない。 

 

（参考となる判例･命令） 

① 東芝柳町工場事件―最一小判昭 49・7・22 労判 206 号 28 頁 

② 日立メディコ事件―最一小判昭 61・12・4 労判 486 号 6頁 

③ 龍神タクシー事件―大阪高判平 3・1・16 労判 581 号 36 頁 

④ 丸島アクアシステム事件―大阪高決平 9・12・16 労判 729 号 18 頁 

⑤ ロイター・ジャパン事件―東京地判平 11・1・29 労判 760 号 54 頁 

⑥ 旭川大学事件―札幌高判平 13・1・31 労判 801 号 13 頁 

⑦ 近畿コカ・コーラボトリング事件―大阪地判平 17・1・13 労判 893 号 150 頁 

⑧ 雪印ビジネスサービス事件―浦和地川越支判平 12・9・27 労判 802 号 63 頁 

 

（参考となる報告書） 

厚生労働省 「有期労働契約研究会 報告書」（平成 22 年 9 月 10 日） 
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労 働 紛 争 事 例 ② 

 

 

パ ワ ー ・ ハ ラ ス メ ン ト と 使 用 者 責 任 

 

 

 

事件の概要 

 

１ 当事者 ①労働組合：１企業別 ２合同労組 ３その他 組合員数（ 150 人 ） 

②使 用 者：業種（ 医療業 ） 従業員数（ 430 人） 

③申 請 者：１ 労 ２ 使 ３ 双方 ４ その他 

 

２ 調整申請に至るまでの経過 

労働者Ａは、平成 20 年にＹ医院の医療事務職として採用された。Ａは、採

用当初からＹ医師から度々激しい叱責を受けてきた。特に平成 24 年からＹ医

師の叱責が激しくなり、心身に異常を来すようになった。平成 25 年 9 月、Ａ

はＹ医院を退職し、その後合同労組Ｘ組合に加入した。 

Ｘ組合は、Ｙ医院に対し「団体交渉申入書」及び「要求書」を提出した。

これを受けてＹ医院は、弁護士を代理人に選出した。その後、Ｘ組合とＹ医

院代理人弁護士とは、３回にわたる団体交渉を行ったが、解決に至らなかっ

た。Ｘ組合は、あっせんを申請した。 
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３ 主な争点と労使の主張 

争点 パワー・ハラスメント 

 

４ 調整開始より終結に至るまでの経過（用いた調整手法） 

あっせん員が、双方から事情を聴取したところ、労使間で暴力行為などパ

ワー・ハラスメントの有無に関する認識やＡの勤務態度に対する認識の差は

非常に大きかった。あっせん員相談の結果、事実関係の解明のみに固執する

ことはあっせんの趣旨ではなく、事件の早期解決のためには、一定の解決金

及びＹ医院からＡへの意思表明が必要と考え、①Ｙ医院は、Ａに、解決金と

して○○万円を支払うこと、②Ｙ医院は、今回のあっせん申請に至るまでの

過程において配慮に欠ける点があったことについて、遺憾の意を表すことな

どを内容とするあっせん案を労使に提示し、個別折衝を行った。その結果、

あっせん案を労使双方が受け入れ、本事件は解決した。 

 

５ あっせん案の要旨及び案の内容を決めた背景・理由 

（あっせん案の要旨） 

① Ｙ医院は、Ａに対し、解決金として○○万円を支払う。 

② Ｙ医院は、今回のあっせん申請に至るまでの過程において配慮に欠ける

点があったことについて、遺憾の意を表す。 

③ Ｙ医院、Ｘ組合及びＡは、第１項に定めるもののほか、何ら債権債務が

存在しないことを確認し、今後一切争わない。 

  

労働側主張 使用者側主張 

① Ａ組合員は、Ｙ医院に採用され

た当初から、Ｙ医師の暴力行為な

どパワー・ハラスメントに悩まさ

れ、遂に心身に異常を来すように

なった。Ｙ医師の度重なる暴力行

為などパワー・ハラスメントに対

して文書による謝罪の表明と慰謝

料を請求する。 

① Ａは仕事上のミスが多く、それ

に対して注意や叱責をしたことは

あるが、暴力行為はしていないの

で謝罪するつもりはない。 

② Ａの過去２年間の勤務記録か

ら、超過勤務手当の未払相当額な

ら、解決金として支払う。 



- 13 - 

 

解 説 

 

(1) 本事件は、職場におけるいわゆるパワー・ハラスメントをめぐる事案で

ある。厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワー

キング・グループ報告」（平成 24 年 1 月 30 日）では、「職場のパワー・ハ

ラスメント」を「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係な

どの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・

身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。※上司から部

下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から

上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。」と定義する

ことを提案し、 職場のパワー・ハラスメントの行為類型として、 

① 暴行・傷害(身体的な攻撃) 

② 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言（精神的な攻撃） 

③ 隔離・仲間外し・無視（人間関係からの切り離し） 

④ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害（過

大な要求） 

⑤ 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じ

ることや仕事を与えないこと（過小な要求） 

⑥ 私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害）を挙げている。 

職場におけるハラスメント（嫌がらせ）の一類型であるセクシャル・ハ

ラスメントについては、平成 11 年４月の改正雇用機会均等法の施行によっ

て、事業主が雇用管理上配慮すべき事項が義務付けられるともにその指針に

おいて職場におけるセクシャル・ハラスメントの定義が示されている。他方、

セクシャル・ハラスメントと同様に、職場において労働者が市民として享受

すべき身体・健康・自由・名誉などの人格的利益を侵害する嫌がらせ行為の

類型である「パワー・ハラスメント」については、実定法の根拠規定が存在

せず、明らかな違法行為・人権侵害行為は別として、どこまでが業務の適正

な範囲の指導・注意・叱責で、どこからがパワー・ハラスメントなのかとい

う線引きが難しく、判例の動向をふまえて判定されることになる。 

現在までの裁判例には、使用者及び管理職によるパワー・ハラスメント事

案において、使用者等の行為態様が、その権限（例：業務命令権、人事権な

ど）の範囲の逸脱、濫用と評価され、労働者の権利の侵害と損害の発生（例：

人格権(名誉)の侵害、精神的苦痛など）が認められ、不法行為を構成すると

される（民法 709 条）事例(バンクオブアメリカイリノイ事件―東京地判平
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7・12・4 労判 685 号 17 頁、関西電力事件―最三小判平 7・9・5 労判 680

号 28 頁)や、使用者は民法 715 条 1 項前段に基づく使用者責任として被用

者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う（三

洋電機コンシューマエレクトロニクス事件―広島高裁松江支判平 21・5・22 

労判 987 号 29 頁、Ｕ福祉会事件―名古屋地判平 17・4・27 労判 895 号 24

頁）として、不法行為構成により使用者の責任を認定した事例がある。さら

に、労働契約の付随義務としての使用者の安全配慮義務違反の枠組みを採用

して、民法 415 条に基づく債務不履行として使用者の損害賠償責任を認定す

る事例（誠昇会北本共済病院事件―さいたま地判平 16・9・24 労判 883 号

38 頁、前田道路事件―松山地判平 20・7・1 労判 968 号 37 頁、高松高判平

21・4･23 労判 990 号 134 頁）がある。 

上司の言動によるうつ病自殺事案である海上自衛隊佐世保地方総監部

(隊員自殺)事件判決（福岡高判平 20・8・25 判時 2032 号 52 頁）では、他

人に心理的負荷を与える言動の違法性の判断基準について、「一般に、人の

疲労や心理的負荷等が過度に蓄積した場合には、心身の健康を損なう危険が

あると考えられるから、他人に心理的負荷を過度に蓄積させるような行為は、

原則として違法であるというべきであり、例外的に、その行為が合理的理由

に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で行われた場合には、正当な職務行

為として、違法性が阻却される場合がある。そして、心理的負荷を過度に蓄

積させるような言動かどうかは、原則として、これを受ける者について平均

的な心理耐性を有する者を基準として客観的に判断されるべきである。」と

の一般論を示した上で、「バカかお前は三曹失格だ。」などの言辞は、「同人

の人格自体を非難、否定する意味内容の言動であったとともに、同人に対し、

階級に対する心理的負荷を与え、下級の者や後輩に対する劣等感を不必要に

刺激する内容だったのであって、不適切であるというにとどまらず、目的に

対する手段としても相当性欠くものである。」と判断している点が留意され

るべきであろう。 

また、上記の厚生労働省の報告では、職場のパワー・ハラスメント行為を

予防、解決するために、 

（予防するために） 

○ トップのメッセージ 

➣ 組織のトップが、職場のパワー・ハラスメントは職場からなくすべき

であることを明確に示す 

○ ルールを決める 

➣ 就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する 

➣ 予防・解決についての方針やガイドラインを作成する 
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○ 実態を把握する 

➣ 従業員アンケートを実施する 

○ 教育する 

➣ 研修を実施する 

○ 周知する 

➣ 組織の方針や取組について周知・啓発を実施する 

（解決するために ） 

○ 相談や解決の場を設置する 

➣ 企業内・外に相談窓口を設置する、職場の対応責任者を決める 

➣ 外部専門家と連携する 

○ 再発を防止する 

➣ 行為者に対する再発防止研修を行う 

を取組例として提言している。 

なお、上司によるいじめを原因とした自殺を労災保険法上の労働災害と判

定する裁判例（静岡労基署長（日研化学）事件―東京地判平 19・10・15 労

判 950 号 5 頁、名古屋南労基署長（中部電力）事件―名古屋高判平 19・10・

31 労判 954 号 31 頁など）もある。 

また、従業員間のいじめ事案においては、使用者には効果的ないじめの

防止・発見・事後的措置等を講ずる義務があるとし、それらの積極的な措置

を怠った点に使用者の安全配慮義務違反を認め、使用者の損害賠償責任を認

容した裁判例（川崎市水道局事件―横浜地川崎支判平 14・6・27 労判 833

号 61 頁など）がある。 

 

(2) 本事件は、職場におけるパワー・ハラスメントをめぐる事案であり、労使

間で暴力行為などパワー・ハラスメントの有無に関する認識やＡの勤務態

度に対する認識の差は非常に大きかったが、あっせん員相談の結果、事実

関係の解明のみに固執することはあっせんの趣旨ではなく、事件の早期解

決のためには、一定の解決金及びＹ医院からＡへの遺憾の意の表明が必要

と考え、個別折衝を行った結果、あっせん案を労使双方が受け入れ解決し

た事案である。 
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（参照すべき法令） 

 

民法 

（債務不履行による損害賠償） 

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これ

によって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由に

よって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 

（不法行為による損害賠償） 

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者

は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

（使用者等の責任） 

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につい

て第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びそ

の事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべ

きであったときは、この限りでない。 

２ 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 

３ 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 

 

（参考となる判例･命令） 

① バンクオブアメリカイリノイ事件―東京地判平 7・12・4 労判 685 号 17 頁 

② 関西電力事件―最三小判平 7・9・5 労判 680 号 28 頁) 

③ 三洋電機コンシューマエレクトロニクス事件―鳥取地裁判平 20・3・31 労判 987 号

47 頁 

④ 三洋電機コンシューマエレクトロニクス事件―広島高松江支判平 21・5・22 労判 987

号 29 頁 

⑤ Ｕ福祉会事件―名古屋地判平 17・4・27 労判 895 号 24 頁 

⑥ Ａ保険会社上司(損害賠償)事件―東京高判平 17・4・20 労判 914 号 82 頁 

⑦ 誠昇会北本共済病院事件―さいたま地判平 16・9・24 労判 883 号 38 頁 

⑧ 前田道路事件―松山地判平 20・7・1 労判 968 号 37 頁 

⑨ 前田道路事件―高松高判平 21・4･23 労判 990 号 134 頁 

⑩ 海上自衛隊佐世保地方総監部(隊員自殺)事件―福岡高判平 20・8・25 判時 2032 号

52 頁 

⑪ 静岡労基署長（日研化学）事件―東京地判平 19・10・15 労判 950 号 5頁 

⑫ 名古屋南労基署長（中部電力）事件―名古屋高裁判平 19・10・31 労判 954 号 31 頁 

⑬ 川崎市水道局事件―横浜地川崎支判平 14・6・27 労判 833 号 61 頁 
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（参考となる報告書） 

厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」 

（平成 24年 1月 30 日） 

  



- 18 - 

 



 

 

 

 

 

２ 参考資料 

 

 

（１）参考資料① ・・・・・・・ 19～22 頁 

「 労 働 契 約 法 の 改 正 の ポ イ ン ト 」 

 

（２）参考資料② ・・・・・・・ 23～33 頁 

「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」  


































